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生活福祉委員会記録 
 

○開催日時 

令和６年９月２０日 午前１０時～午後５時２２分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（９人） 

   委 員 長  阿久根 憲 造 

   副委員長  犬 井 美 香 

   委  員  瀬 尾 和 敬 

   委  員  井 上 勝 博 

   委  員  川 添 公 貴 

委  員  中 島 由美子 

委  員  下 園 政 喜 

委  員  帯 田 裕 達 

委  員  落 口 久 光 

 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

  市 民 安 全 部 長  上 戸 理 志 

  市 民 課 長  川 崎 朋 子 

 防 災 安 全 課 長  森 山 勝 男 

   原 子 力 安 全 室 長  宮 田 高 敬 

   環 境 課 長  八 丸   尚 

   課 長 代 理  村 岡   実 

   廃棄物政策グループ長  寺 脇 英 樹 

   税 務 課 長  川 畑   央 

  収 納 課 長  国 分   修 

─────────────────────── 

    保 健 福 祉 部 長  小柳津 賢 一 

  次長（保健医療担当）  祁答院 欣 尚 

  社 会 福 祉 課 長  紙 屋 一 朗 

  障 害 福 祉 課 長  加治屋 光 久 

   高齢・介護福祉課長代理  榎 並 淳 司 

保 護 課 長  新 川 皇 祐 

子 育 て 支 援 課 長  前 門 宏 之 

市 民 健 康 課 長  久 保 淳 一 

保 険 年 金 課 長  鞘 脇   香 

─────────────────────── 

消 防 局 長  石 原 浩 之 

消 防 総 務 課 長  前 田 隆 盛 

警 防 課 長  上 園   秀 

予 防 課 長  藤 井 二 信 

通 信 指 令 課 長  元 島   猛 

─────────────────────── 

水 道 局 長  今 井 功 司 

経 営 管 理 課 長  村 松 満 広 

上 水 道 課 長  西ノ園 裕 治 

下 水 道 室 長  福 留 裕 二 

─────────────────────────────────────────

○事務局職員 

   議 会 事 務 局 長  田 代 健 一 

議 事 調 査 課 長  久 米 道 秋 

課 長 代 理  上 川 雄 之 

議事調査担当主幹  原   浩 一 

議 事 グ ル ー プ 長  森 谷 瑞 生 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

付  託  事  件  名 所 管 課 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

 

 

 

消 防 総 務 課 

（ 警 防 課 ） 

（ 予 防 課 ） 

（ 通 信 指 令 課 ） 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第 ９１ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計歳

入歳出決算） 

議案第 ９２ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計歳入

歳出決算） 

議案第１００号 剰余金処分及び決算の認定について（令和５年度薩摩川内市水道事業

剰余金処分及び令和５年度薩摩川内市水道事業会計決算） 

議案第１０１号 剰余金処分及び決算の認定について（令和５年度薩摩川内市簡易水道

事業剰余金処分及び令和５年度薩摩川内市簡易水道事業会計決算） 

議案第１０２号 剰余金処分及び決算の認定について（令和５年度薩摩川内市下水道事

業剰余金処分及び令和５年度薩摩川内市下水道事業会計決算） 

経 営 管 理 課 

上 水 道 課 

下 水 道 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 市 民 課 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 防 災 安 全 課 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 原 子 力 安 全 室 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算）  環 境 課 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

 

税 務 課 

収 納 課 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第 ９７ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施

設勘定特別会計歳入歳出決算） 

市 民 健 康 課 

 

 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第 ９８ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計歳

入歳出決算 

社 会 福 祉 課 

 

 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 障 害 福 祉 課 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第 ９８ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計歳

入歳出決算 

高齢・介護福祉課 

 

 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 保 護 課 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 子 育 て 支 援 課 

議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算）  

議案第 ９６ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算） 

議案第 ９９ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算） 

保 険 年 金 課 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

 

 

         ───────────────────────────────────────── 

○会議の概要 

・ 付託事件及び審査結果 

⑴ 議案第 ９１ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決算） 

本決算は、認定すべきものと決定した。 

⑵ 議案第 ９２ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算） 
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本決算は、認定すべきものと決定した。 

⑶ 議案第 ９６ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算） 

本決算については、「国民健康保険税は、滞納を理由とした短期被保険者証等の交付や差押えの状況か

らも高額であることを示しており、引き下げるべきである」という旨の反対討論が述べられ、採決の結果、

起立多数により認定すべきものと決定した。 

⑷ 議案第 ９７ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

歳入歳出決算） 

本決算は、認定すべきものと決定した。 

⑸ 議案第 ９８ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計歳入歳出決算） 

本決算については、「介護保険料は、年金から天引きされる高齢者にとって、基準額だけでも非常に大

きい負担感があることから、一般会計からの繰入れを増やすことも考えるべきである」という旨の反対討

論が述べられ、採決の結果、起立多数により認定すべきものと決定した。 

⑹ 議案第 ９９ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算） 

本決算については、「後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費が上がれば上がるほど保険料が高くなる

仕組みであり、制度自体に問題がある」という旨の反対討論が述べられ、採決の結果、起立多数により認

定すべきものと決定した。 

⑺ 議案第１００号 剰余金処分及び決算の認定について（令和５年度薩摩川内市水道事業剰余金処分及び

令和５年度薩摩川内市水道事業会計決算） 

本案について、剰余金処分は原案のとおり可決すべきものとし、決算は認定すべきものと決定した。 

⑻ 議案第１０１号 剰余金処分及び決算の認定について（令和５年度薩摩川内市簡易水道事業剰余金処分

及び令和５年度薩摩川内市簡易水道事業会計決算） 

本案について、剰余金処分は原案のとおり可決すべきものとし、決算は認定すべきものと決定した。 

⑼ 議案第１０２号 剰余金処分及び決算の認定について（令和５年度薩摩川内市下水道事業剰余金処分及

び令和５年度薩摩川内市下水道事業会計決算） 

本案について、剰余金処分は原案のとおり可決すべきものとし、決算は認定すべきものと決定した。 

⑽ 議案第 ９０ 号 決算の認定について（令和５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算）のうち本委員会

付託分 

本決算については、「マイナンバーカードについては、健康保険証利用などの事実上の強制がなされて

いることに問題がある。また、自衛官募集の適齢者名簿の提出については、その除外申請に関する広報を

より徹底する必要があるとともに、そもそも名簿提供の際に本人の同意を得ていないことに問題がある」

という旨の反対討論が述べられ、採決の結果、起立多数により認定すべきものと決定した。 

なお、審査の過程において、高齢者訪問給食サービス事業については、実施に課題が見られるようであ

ることから、事業者との意見交換を密に図りながら取り組まれたい旨の意見が述べられた。 
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薩摩川内市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

                    薩摩川内市議会生活福祉委員会 

                    委 員 長  阿久根 憲 造 

 


